
保育士・幼稚園教諭等
処遇改善臨時特例事業
本当に9,000円賃金は上がるの？
各行政は「直接国に問い合わせて…」
と言います。それはなんででしょう？
内閣府に直接問い合わせてみました!











公定価格と定員の考え方
公定価格はもともと
園の定員数(規模)で決まっ
ています。

定員に対して、
在籍園児が少ないと
補助金が少なくなって
しまいます。

定員数に対しての保育士等の配置が必要
しかし定員が割れている場合は補助金額は少なくなる。
よって、大きく定員割れしている園、公定価格が高い乳児が
定員割れしている園は、分配も少ない。



行政加算のある自治体

• 1歳児 国配置基準 6対1 ⇒ 行政加算で 5対1

・1歳児 国配置基準 6対1 ⇒ 行政加算で ４対1
・2歳児 国配置基準 6対1 ⇒ 行政加算で 5対1
(配置基準への加算が手厚い横浜市の例)

・40人に対して調理員1名 ⇒離乳食実施に対する行政加算1名



職員配置が国の基準よりも多くいる

行政加算については
配慮されません。

今回はあくまでも、
国の配置基準に対しての
公定価格が上乗せされます。

。










